
○南アルプス市木造住宅耐震診断事業実施要綱 

平成１５年１１月２０日 

告示第１０７号 

（目的） 

第１条 この告示は、既存木造住宅の所有者が住宅の耐震診断を実施するに当たり、

市が予算の範囲内において木造住宅耐震診断技術者（以下「耐震診断技術者」と

いう。）を派遣し耐震診断を行うことにより、地震に対する建築物の安全性に関

する意識の啓発、耐震診断に関する知識の普及及び耐震診断の実施の促進を図り、

もって震災に強いまちづくりを目指すことを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

（１） 耐震診断技術者 建築士の資格を有し、県が協賛する山梨県木造住宅耐

震診断・補強計画技術者講習会又はこれと同等以上であると山梨県知事が認め

る講習会の受講修了者をいう。 

（２） 既存木造住宅 

ア 昭和５６年５月３１日以前に着工されたもの（昭和５６年５月３１日以前

に着工し建築した住宅、昭和５６年６月１日以降に増築工事をしたものを含

む。） 

イ 木造在来軸組構法又は伝統構法で建築されたもの 

（３） 耐震診断 山梨県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて行う耐震診断

をいう。 

（事業対象建築物） 

第３条 事業の対象となる建築物は、既存木造住宅で次の各号のいずれにも該当す

るものとする。ただし、既に本告示に基づき耐震診断を実施したものは除く。 

（１） ２階建て以下のもの 

（２） 戸建て住宅で長屋及び共同住宅以外のもの 

（３） 延床面積が３００m２以下のもの 

（４） 併用住宅の場合は、延べ面積の過半が住宅の用に供されているもの 

（５） 個人が所有する木造住宅で、その所有者又は当該所有者の３親等以内の

親族が居住し、かつ、賃貸契約等による使用形態でないもの 

（事業内容） 

第４条 市長は、前条に規定する既存木造住宅に、耐震診断を実施するための、耐

震診断技術者の派遣を行うことができる。 

２ 前項の派遣の費用は、市の負担とする。 



（委託業務） 

第５条 市長は、前条第１項に規定する事業を外部に委託することができる。 

（申込み手続き） 

第６条 第４条第１項の規定による耐震診断を申し込もうとする者は、南アルプス

市木造住宅耐震診断申込書（様式第１号。以下「診断申込書」という。）を、市

長に提出しなければならない。 

（耐震診断技術者の派遣の決定） 

第７条 市長は、前条に規定する診断申込書を受理したときは、当該申込書の内容

を審査し、耐震診断技術者の派遣の可否を決定したときは、速やかに南アルプス

市木造住宅耐震診断技術者派遣可否決定通知書（様式第２号。以下「派遣可否決

定通知書」という。）により当該申込者に通知しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により耐震診断技術者の派遣の決定を通知する場合におい

て、必要があるときは、当該耐震診断技術者の派遣について条件を付すものとす

る。 

３ 市長は、第１項に規定する審査の結果、耐震診断技術者を派遣しないと決定し

たときは、同項の規定による派遣可否決定通知書によりその理由を付して、当該

申込者に通知しなければならない。 

４ 市長は、第１項の規定による派遣可否決定通知書の内容に変更が生じたときは、

南アルプス市木造住宅耐震診断技術者派遣変更通知書（様式第３号）を当該申込

者に通知するものとする。 

（耐震診断の中止等） 

第８条 耐震診断申込者は、事情により耐震診断を中止し、又は取り止めるときは、

速やかに市長にその旨を申出なければならない。 

（耐震診断技術者の派遣の取消し） 

第９条 市長は、耐震診断技術者の派遣の通知を受けた者が次の各号のいずれかに

該当するときは、耐震診断技術者の派遣を取り消すことができる。 

（１） 虚偽の申請その他の不正の行為により耐震診断技術者の派遣決定を受け

たとき。 

（２） その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

（診断費用の返還） 

第１０条 市長は、前条の規定により耐震診断技術者の派遣を取消した場合におい

て、当該取消しに係る診断を既に実施しているときは、期限を定めて、その診断

にかかる費用の返還を命じることができる。 

（耐震診断申込者に対する指導） 

第１１条 市長は、耐震診断申込者に対して、建築物の地震に対する安全性の向上



が図れるよう、必要な指導及び助言をすることができる。 

（その他） 

第１２条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（失効） 

２ この告示は、令和１８年３月３１日限り、その効力を失う。 

附 則（平成１８年２月１５日告示第２８号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２１年３月１６日告示第１７号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年３月２２日告示第２８―１号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２２日告示第４３号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年３月２５日告示第１１０号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年３月２３日告示第６９号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年１２月２０日告示第２１９号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和６年３月１８日告示第５９号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和７年３月１８日告示第７５号） 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年３月１７日告示第４６号） 

この告示は、公布の日から施行する。 



 



 



 



様式第１号（第６条関係） 

様式第２号（第７条関係） 

様式第３号（第７条関係） 

 


